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基本情報01

1 事業の目的と概要

事業名称 鳥取県LED照明器具への買換え応援事業

事業目的
エネルギー価格高騰の影響による家庭のエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガスの削減を図るため、家庭内の消費電力量割合の
大きい照明器具を省電力なＬＥＤ器具への買換えを支援することを目的とする。

事業委託期間 交付決定日から令和９年３月１２日（金）まで

補助金 補助額（上限250,000,000円税込）

事業概要

（1）概要
「鳥取県LED照明器具への買換え応援事業補助 金交付要綱」等（以下「交付要綱等」）の規定により、その補助金を
活用して、販売期間内に対象者（購入者）が登録販売店で、共同事業実施規約に基づき、双方がその内容に同意した
場合に、対象製品から金額に 応じて登録販売店が販売時に値引きを行い、後日、登録販売店が代表して事務局に
交付申請することで、補助金により値引きと同額の還元を受ける事業。

（2）対象者
県内住居に居住する者であって、照明器具をＬＥＤ照明器具に買い換える世帯
※法人、個人事業主等の事業活動を行う者は対象外。

（3）対象製品
資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」の「照明器具」製品に掲載され、目標基準年度（2020年）を達成して
いるＬＥＤ照明器具。ただし、容易に持ち運びが出来るデスクライト等は除く。

（4）登録販売店
県内に実店舗を有し、本事業の対象商品を販売する店舗で、本事業で登録された販売店

（5）事業実施期間
ア 販売期間 令和 8 年 ３月 27日 から 令和 8 年 12 月 31 日まで
イ 販売店の登録期間 令和 8 年 ３月 19日 から 令和 8 年 11 月 30 日まで

（6）補助金の交付額
対象製品の価格に応じて登録販売店で値引きを行う。
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1 事業の目的と概要
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事業概要
（値引き額など）

※値引きは製品価格のみに適用し、工事費等には適用しない。
※対象者の申請は１回に限りで、補助金の上限は10,000 円までとする。
※補助金額は、製品ごとに補助額を算出し、合算して、算定する。

対象製品の価格（税抜） 値引き額（補助金の額）

2,000円から3,999円 1,000円

4,000円から5,999円 2,000円

6,000円から7,999円 3,000円

8,000円から9,999円 4,000円

10,000円から11,999円 5,000円

12,000円から13,999円 6,000円

14,000円から15,999円 7,000円

16,000円から17,999円 8,000円

18,000円から19,999円 9,000円

20,000円以上 10,000円
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事業の流れ02

1 事業実施全体の流れ

5

対象者様

事務局

登録店様

本事業
専用サイト

登録用フォーム

登録店申請

専用サイト
登録用フォームから
対象店舗申請

事務局

登録店審査実施
承認or非承認

承認結果を専用サイト
登録マイページで確認

広報物の受取

専用サイト
交付申請用フォームから
申請（必要書類添付）

レシート
写真

必要書類を準備し、
対象店舗で対象商品

を購入

値引き（補助金交
付）された商品を受取

対象商品購入者へ
値引き

本人確認書類にて
本人確認を実施

本事業の理解

事務局

申請内容を審査
承認or非承認

本事業
専用WEBサイト

交付申請用フォーム

交付金申請

承認結果を
交付用マイページで

確認

補助金
交付

月末締め

翌月20日
※3・4月分は
翌月30日

原則、オンライン申請
※状況によりFAXでの
対応もいたします
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１ 事業者の登録申請・公表・広告物等の送付
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①登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・原則、専用サイトの登録システムを使用します。

②承認通知、広報物の送付・・・・事務局にて審査後、承認（または否認）のメールをお送りします。メール送信後、２営業日以内で登録販売店へ

広報物（スターターキット）の送付を行います。

③公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認メール送付後、２営業日以内に事業専用サイトの登録販売店リストに掲載いたします。

① ➁

③
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２ 登録申請
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申請方法

オンライン申請

専用サイト上の参加店舗登録申請フォームに必要事項を記入して申請してください。

原則オンライン申請となります。申請にあたっては、専用サイトに掲載する募集要領をご確認ください。

※メール・FAXでの申請をご希望の場合は、専用サイトから申請用紙をダウンロード・印刷した上で必要事項を記入してお送りください。

※郵送での申請も受け付けますが、郵送料をご負担いただく事と、メール・FAXに比べ登録承認まで時間がかかる事をご理解ください。

※申請方法が不明な場合や郵送申請用紙のダウンロードができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

申請期間

令和8年3月19日（木）から令和8年11月30日（月）まで

その他

申請後に順次に受付、審査を行います。審査後のスターターキットがお手元に届くまでには時間がかかりますので、お早目の参加申請をお願い
します。
申請内容に不備がある場合には、審査を受け付けられない場合があります。
※申請のタイミングによっては、キャンペーン開始時にスタータ－キットがお手元に届かない場合があります。

３月１９日（木）に販売店登録を申請したもの・・・・３月２５日（水）発送
３月２０日（金）以降に販売店登録を申請したもの ・・７営業日後までに発送

スターターキット等発送スケジュール
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3 販売店登録の申請に必要な項目・書類

9copyright © JTB Corp. all rights reserved.

想定申請項目 項目 必須 システム制御

店舗情報

店舗名称 必須

店舗名称フリガナ 必須

店舗住所 郵便番号 必須 鳥取県以外の郵便番号の場合エラー

店舗住所 都道府県 必須 郵便番号で自動反映

店舗住所 市区町村 必須 郵便番号で自動反映

店舗住所 町名番地 必須

店舗住所 建物名等

店舗電話番号 必須 半角数字のみ

営業時間 必須 From、Toとも

店舗WEBサイトURL 半角英数字のみ

口座情報

銀行情報検索 支店名から検索可

金融機関コード 必須 銀行情報検索で自動反映

金融機関名 必須 銀行情報検索で自動反映

支店コード 必須 銀行情報検索で自動反映

支店名 必須 銀行情報検索で自動反映

振込口座名義（カナ） 半角カタカナ

口座番号 必須 半角数字7桁

口座種別 必須 普通、当座の選択

担当者情報

担当者様所属部署名

担当者様氏名 必須

担当者様氏名フリガナ 必須

担当者様電話番号 必須

担当者様メールアドレス 必須

募集要綱 登録募集要綱への同意 必須 同意チェック/チェックなしでは進めない

注意点
①入力不備の確認
入力内容に間違いがないか確認

②店舗の所在確認
HPやGoogleマップ等の情報から、
鳥取県内に実店舗として所在していることが必要

→判明しない場合、架電確認も行います。

事務局判断が
難しい場合は確認

ＪＴＢ鳥取支店、
鳥取県

脱炭素社会推進課

添付ファイル
★口座情報が確認できる書類
（通帳のコピーなど）

＋
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４ 登録申請 オンライン申請フォームについて
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店舗情報

【店舗名称／フリガナ】は、法人名ではなく、

屋号名をご記載ください。支店の場合は支店名

まで入力をお願いいたします。

住所等その他の店舗情報についても、参加店舗

登録のための審査や各種ツールの送付に必要と

なります。

Step.１
募集に関する要領を確認の上、

□同意します

にチェックを入れて、「次へ」を押す

Step.２
①必要事項（★のある項目）を入力します。
②口座情報確認書類をアップロード
※スマートフォンの場合は、写真を
撮ってアップロードできます。

※heic形式は読み取れません。
③「次へ」を押します。

Step.３
Step.２で入力した内容を確認し、
間違いが無ければ「送信」を押す

Step.４
登録したメールアドレスに上記のような
受付完了メールが届きます。
こちらのマイページでは、審査ステータ
スを確認できます。
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５ スターターキットのお受け取り・管理
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掲示期間
配布物受け取り後～令和8年12月31日（木）まで

登録販売店となった事業者様には下記のスターターキットをお送りします。

対象者（鳥取県民）へ事業周知の為のポスター掲示及びチラシ・のぼりの設置をお願いします。

印刷物名 サイズ 1店舗に配布する部数

チラシ A4サイズ 40枚

ポスター A１サイズ １枚

のぼり旗 1800×600㎜ ２枚
ポスター

チラシ（表）

のぼり旗
（ポールは付きません）

チラシ（裏）

※チラシは3月27日（金）の朝刊折込チラシでも県内配布します。
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6 対象者購入時の注意点
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7 店舗などでの対象者へのご対応（実施期間中随時）

対象者（鳥取県民）に対して、以下の通りご対応ください。

対象製品の購入

キャンペーンの購入対象期間中に対象製品が購入さ

れた場合、Step２以降のとおり対応してください。

※購入対象期間：

令和8年3月27日（金）～令和8年12月31日（木）

※購入対象期間外に購入した製品については対象外

となりますので、値引きでの販売をしないでくださ

い。

※キャンペーン対象製品について尋ねられたときは、

専用サイトに掲載される対象製品リストをもとに御

案内願います。

Step1

13

【写真画像の確認および受取】

対象者宅の買換え前の照明器具が設置されている状態の写真を

確認した上で、申請用に受取・保管してください。

【本人確認書類（コピー）の確認および回収】

対象製品の購入者が「県内に居住する個人であること」がわかる身分証

（運転免許証、マイナンバーカード、公共料金の支払伝票など）の提示

を求め、購入者が鳥取県内に居住していることを確認した上で、申請用

に受取・保管してください 。

※同一住居で世帯が別の場合は、公共料金の請求書・領収書や住民票な

ど世帯が別と分かるものもご準備ください。

【共同実施規約同意書の回収】

双方で必要事項を記入したものを申請用に受取・保管してください。

受取方法：印刷物（写真など）またはデータで提出してもらう。

データの場合は、店舗のメールアドレスに添付してタイトル欄に対象者

の名前を入力してもらい、判別出来るようにしてください。

※上記３点が出来ない場合、値引販売をしないでください。

写真画像・本人確認書類の確認・共同実施規約同意書の記入Step２
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8 共同実施規約について
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共同実施規約同意書

値引き販売を行うStep３

対象製品の価格に応じて値引き額を引いた額で販売

してください。

★税抜価格を基に設定しています。
登録販売店（甲）は
社名、住所の入った
ゴム印の使用可
※代表者は署名
※コピー可

購入者（乙）は署名
※押印は任意

※Step1～３の対応漏れ、または違反行為の

場合、購入者から値引き額を返還いただく

ことになりますので、ご注意ください。

表

裏
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9 交付申請受付、審査、交付手続き
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①交付申請・・・・・・・・・・販売店登録と同様に登録システムを使用します。

県内に支店や営業所が複数ある場合、店舗毎の申請でお願いします。

受付締め切りは毎月の末日となります。

②審査・・・・・・・・・・・・・・事務局にて交付金申請に必要な項目・書類を確認し、審査後、承認（または否認）は１週間～10日以内で

交付用マイページからご確認いただけます。

③交付金手続き・・・・・・・登録販売店から指定された銀行口座へ受付月の翌月20日に振込にて補助金を交付します。

※3、4月は翌月30日の振込となります。

※20日が土日祝日の場合は翌営業日となります。

①

➁

③
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10 交付金申請に必要な項目・書類
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想定申請項目 項目 必須 システム制御

基本情報

登録用店舗管理番号 必須 半角数字のみ

登録店舗名 必須
登録用店舗管理番号で

自動反映

商品情報

購入対象製品（型番） 必須

対象製品の購入金額（税抜） 必須 半角数字のみ

提出書類

対象者宅の買換え前の照明器具が
設置されている状態の写真

必須 画像アップロード

対象製品の購入レシート画像 必須 画像アップロード

共同事業実施規約同意書 必須 画像アップロード

本人確認書類（住所記載のもの） 必須 画像アップロード

【添付ファイル（証憑など）】

●対象者宅の買換え前の照明器具が設置されている

状態の写真

・可能であれば、型番が

わかるもの

●販売実績のわかる対象製品の

購入時レシートなど

・対象製品の価格、値引き額が

わかるもの

●共同事業実施規約同意書

・鳥取県様と相談の上で作成する同意書に

対象者のサインが書かれているか

●本人確認書類（住所記載のもの）

・購入者が鳥取県内に居住している者か

不鮮明画像等、内容が分からないものはメールや

架電で連絡し、再提出を依頼します。
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110 交付申請 オンライン申請フォームについて
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Step.１
店舗情報検索のウィンドウに
「登録用店舗管理番号（TTLEDから
始まるもの）」

を入力し、 マークを押します。 Step.２
①販売店登録した際の情報は自動で
入力されたことを確認します。

②商品情報の必要事項（★）を入力
します。

Step.３
Step.２で入力した内容を確認し、
間違いが無ければ「送信」を押す

Step.４
登録したメールアドレスに左記のような受付完了メールが
届きます。
メールに記載のURLからマイページにアクセスできます。
こちらのマイページにて交付審査完了や交付額などを確認
できます。

Step.３
①４つの必要書類をアップロードします。
※スマートフォンの場合は、写真を
撮ってアップロードできます。

※HEIC・HEIF形式は添付ができません。
②「確認」ボタンを押します。

HEIC・HEIF形式は添付ができません。
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12 その他、注意事項
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■ やむを得ない事情による場合を除き、販売店登録申請の取下げ又は販売店登録削除はできません。

■ 事業者からの申請内容に基づき、販売店舗の名称、所在地、電話番号等、キャンペーン実施に当

たり必要となる情報を公開します。

■ キャンペーンの対象期間中に対象商品を販売した場合は、対象製品購入者に対して必ず本事業に

おける値引き販売をしてください。

■ キャンペーンの対象期間中に対象製品を販売した場合以外のいかなる場合においても、本事業に

おける値引き販売はできません。

■ 本事業における値引き販売を募集要領等に掲げる使用目的以外では使用できません。

■ 本事業における値引き販売した製品の返品があった場合は、直ちに事務局に報告してください。

■ 本事業の実施に係る苦情、紛争等が生じた場合は、自らその解決に努めてください。

■ 本事業の実施に当たり、県又はキャンペーン事務局からの改善要請等があった場合は、

それに従ってください。

■ 本事業の実施に当たり、関連する法令等を遵守してください。

■ 申請等の内容に反する事実が明らかとなった場合は、販売店登録取消等の対応を行います。
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